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学校生活における健康管理について

　学校生活をより快適に過ごすためには，心身の健康が第一です。従って，健康は自分自身で管理

するものです。有意義な大学生活を送れるように日頃から健康管理には十分注意しましょう。

　1．医務室利用案内

1）  場所：東京紀尾井町キャンパス　医務室

　  （1 号棟 2 階および 3 号棟 1 階）

2）  時間：月曜日～金曜日　　  9：00 ～ 17：00（ 1 号棟 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　9：30 ～ 17：00（ 3 号棟 ）　

 

　2．利用方法

　医務室に直接来室するか，教学事務室（1 号棟 2 階または 3 号棟 1 階）において，職員または 

医務係へ利用事項を申告し利用してください。　

　3．医務室では，主に次のことを行っています。

1）   定期健康診断：実施及び事後借置。

2）   応急処置：授業中や課外活動中に起きた不慮の怪我などの応急処置をおこないます。

3）   健康相談：身体の不調やこころの悩み，友人関係，学生生活について等の相談に応じます。

4）   医療機関の紹介：希望にあわせ，近隣の医療機関を紹介します。

5）   学生相談：学生相談室の利用案内や予約受付を医務室でおこないます。

6）   身体計測：身長・体重・体脂肪・血圧・視力の測定ができます。

7）   傷害保険金の手続き：学内における不慮の事故等の保険手続きをします。

　　　　　　　　　　　　詳しくはキャンパスを参照または直接医務室に確認してください。

8）   救急箱の貸出し：課外活動などでの利用に限り，貸出しをおこないます。
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　4．遠隔地被保険者証（遠隔地被扶養者証）

　遠隔地被保険者証とは，扶養者と住居を別にしているものに対して交付される健康保険証のこ 

とです。保険証がなく医療機関で受診した場合，高額の受診料を支払うことになります。自宅外 

通学の学生は取り寄せて，手元に保管するようにしてください。手続き方法は，在学証明書を扶 

養者が加入の健康保険取り扱い所（社会保険は勤務先，国民保険は役所）へ提出・申請し交付を 

受けてください。

　5．学生相談室について

　大学生活を送るなかでのさまざまな悩みに対し，専門の担当者が相談・解決のためにお手伝い 

をします。学業や友人関係などで悩んでいる方・気持ちの整理の方法を知りたい・話を聞いても 

らいたいなど，いろいろな相談を受けます。なお，相談内容は秘密厳守いたします。

　相談を希望する学生は，事前に申し込みをしてください。相談日・時間については，1 号棟 2  

階掲示板および 3 号棟 1 階掲示板に随時掲示します。

1）相 談 日：週 2 日　10：00 ～ 17：00　（※第 2 週のみ 11：00 ～ 18：00）

2）実施場所：予約の際に医務係へ確認してください。

3）予約方法：1 号棟 2 階または 3 号棟 1 階の医務室に直接申し込むか，

　　　 　　　電話「03-6238-1199（直）」に連絡し予約してください。

《所在地》

東京都紀尾井町キャンパス 1 号棟
〒 102-0094　東京都千代田区紀尾井町 3-26
TEL.03-6238-1300

東京都紀尾井町キャンパス 3 号棟
〒 102-0093　東京都千代田区平河町 2-3-20
TEL.03-6238-8500

東京都紀尾井町キャンパス 4 号棟
〒 102-0093　東京都千代田区平河町 2-3-11
TEL.03-6238-8500

東京都紀尾井町キャンパス 5 号棟
〒 102-0093　東京都千代田区平河町 2-1-21-1
TEL.03-6238-1031


